
公    告 

 

武雄河川事務所管内における災害時の光ケーブル応急対策工事に関する基本協定の締結 

 

 次のとおり公告します。 

 

 令和８年１月２３日 

                          国土交通省九州地方整備局 

                          武雄河川事務所長 真鍋 将一 

 

１．基本協定の概要等 

（１）基本協定の目的 

 本協定は、武雄河川事務所が管理する直轄区間において、発生した災害又は災害の発生が予測され

た場合の応急対策に関し、電気通信施設（光ケーブル）の緊急的な対応を実施することを想定し、あ

らかじめ実施者を定め、迅速で適切な災害対応等が行えるよう協力体制を構築することを目的として

いる。 

   また、武雄河川事務所が管理する区間外において広域的支援が必要となる場合は、本協定に基づく

対応を行うものである。 

    

（２）基本協定区間 

   基本協定区域及びその対象企業数は、次のとおりとする。 

また「九州地方整備局防災業務計画」に基づき災害対策本部長、災害支援本部長もしくは応援対策

本部長（九州地方整備局長）から出動命令があった場合は、当事務所の直轄管理区間以外（他の直轄

事務所、他の地方整備局、地方自治体）において発生した災害等の対応を要請する場合がある。 

 

 

 

    

（３）作業内容 

 出動指示された場所において、発生した災害の応急対策（光ケーブルの災害復旧を主とする）に関

し、これに必要な電気通信関連機材、資材及び労力等を確保し、応急復旧作業を実施するものであ

る。 

 

（４）協定期間 

  令和８年４月１日 ～ 令和９年３月３１日 

 

（５）本協定締結業者の選定については、次に掲げる技術資料を総合的に評価する評価方式により協定締結

業者を選定する。 

    ①工事の実績 ②応募地域までの距離 ③会社の保有技術者  

    ④保有資機材 ⑤災害協定等の締結実績 

 

協定対象区域 協定対象企業数 

武雄河川事務所管内（六角川水系、松浦川水系） ３社程度 



（６）基本協定締結後、災害等が発生し緊急的に工事を実施する場合は、速やかに工事請負契約を締結す

る。工事の実施に当たっては、関係法令等を遵守するものとする。 

 但し、基本協定を締結した場合でも災害等の発生がなかった場合は、実際の工事を行わないことにな

ることを付記する。 

 

２．参加資格要件 

（１）予算決算及び会計令(昭和２２年勅令第１６５号)(以下「予決令」という。) 第７０条及び第７１条の

規定に該当しない者であること。 

 

（２）九州地方整備局（港湾空港関係を除く）における令和７・８年度の通信設備工事に係る一般競争（指

名競争）参加資格の申請を行っていること。 

 九州地方整備局（港湾空港関係を除く。）における令和７・８年度の通信設備工事に係る一般競争参

加資格の認定を令和８年４月１日時点において受けていること。（会社更生法（平成１４年度法律第１

５４号）に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法（平成１１年法律第２２５

号）に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、当該地方整備局

長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること。） 

なお、令和８年４月１日時点において認定されていない者の行った協定は、競争に参加する資格を有

しない者の行った協定として、当該協定締結申請を無効とする。 

 

（３）会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者、又は民事再生法に基づき再生手続始の

申立てがなされている者(上記（２）の再認定を受けた者を除く。)でないこと。 

 

（４）平成２２年度以降に、光ケーブル敷設工事又は光ケーブル移設工事の施工実績を有すること。 

 

（５）九州地方整備局の管轄区域の内、佐賀県、福岡県又は長崎県に建設業法に基づく営業所（一般競争

（指名競争）参加資格審査申請書に記載された本店又は支店等営業所の住所による。）が所在するこ

と。 

  本協定は災害時等の緊急時を想定しており、連絡体制の確実性・簡素化を図る必要があることから、

協定締結対象業者は、単体（経常共同企業体を除く。）で参加資格を満足する者を対象とする。 

 

（６）経常建設共同企業体にあっては、九州地方整備局（港湾空港関係を除く｡)における令和７・８年度の

通信設備工事に係る一般競争参加資格の認定を令和８年４月１日時点において受けていること。 

    九州地方整備局(港湾空港関係を除く。)における令和７・８年度の通信設備工事に係る一般競争参加

資格（会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき、更生手続開始の申立てがなされている者又

は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続開始の申立てがなされている者について

は、手続開始の決定後、当該地方整備局長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受け

ていること。）の申請中又は申請予定であること及び、令和９年３月３１日まで経常建設共同企業体の

解散をしないこと。また、経常建設共同企業体とその構成員単体での重複参加は認めない。    

 

（７）協定締結参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び技術資料の提出期限の日から締結業者決

定の時までの期間に、九州地方整備局長から工事請負契約に係る指名停止等の措置要領（昭和５９年３

月２９日付け建設省厚第９１号）に基づく指名停止を受けていないこと。 



 

（８）警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又、はこれに準ずるものとして、国土交

通省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。 

 

３．技術資料等説明書に示す評価項目について、評価基準に基づき評価する。 

 

４．本基本協定に関する手続等 

 

（１）担当部局 

   〒８４３－００２３ 佐賀県武雄市武雄町大字昭和７４５ 

   国土交通省九州地方整備局 武雄河川事務所  

   担当 ： 防災情報課長 （内線２８１）           

      電話  ０９５４－２３－７９３９（防災情報課 直通） 

   FAX  ０９５４－２３－６９２７ 

 

（２）公募期間、公募要領等入手、協定締結参加資格確認申請書及び技術資料等の提出場所及び方法 

  ①公募期間  ：令和 8 年１月２３日（金）から令和８年２月１６日（月）までの土曜日、日曜日及び祝

日を除く毎日、９時３０分から１７時００分まで 

  ②要領等入手 ：武雄河川国道事務所ホームページより入手すること。 

         （ホームページ内の事務所の概要＞募集・お知らせ＞「令和７年度災害時協力業者の公募

について」）です。 

  ③提出場所  ：上記４．（１）に同じとする。 

  ④提出方法  ：持参又は郵送（郵送は書留郵便に限る。託送は書留郵便と同等のものに限る。提出期間

内に必着）もしくは、下記２名へ電子メールにより提出する。 

          （武雄河川事務所 防災情報課 公募申請書受領担当者 あて） 

            asayama-h8910@mlit.go.jp 

                        urayama-y8911@mlit.go.jp 

                   （注）電子メールで提出した場合は、送信後、公告３．（１）に記載の担当者まで電話で

確認すること。 

 

５．その他 

 

（１） 技術資料の作成要領、基本協定締結業者の評価及び決定方法等の詳細については、「技術資料等説明

書」による。 

 


